
二

専
攻
学
科
目

商
法
・
金
融
法
・
証
券
取
引
法

生
年
月
日

昭
和
二
七
年
一
二
月
一
七
日

略
　
　
　
歴

昭
和
五
〇
年
　
三
月

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

同
　
五
〇
年
　
四
月

東
京
大
学
法
学
部
助
手

同
　
五
三
年
　
八
月

東
京
大
学
法
学
部
助
教
授

平
成
　
三
年
　
四
月

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
助
教
授

同
　
　
三
年
　
九
月

ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ロ
ー
ス
ク
ー
ル
客
員
教
授
（
平
成
四
年
五
月
ま
で
）

同
　
　
三
年
一
一
月

東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
教
授
（
現
在
に
至
る
）

同
　
一
六
年
一
二
月

博
士
（
法
学
）

受
賞
者

岩い
わ

原は
ら

紳し
ん

作さ
く

日
本
学
士
院
賞



博
士
（
法
学
）
岩
原
紳
作
氏
の
『
電
子
決
済
と

法
』
に
対
す
る
授
賞
審
査
要
旨

決
済
と
は
、
当
事
者
間
の
金
銭
債
権
・
債
務
を
清
算
す
る
こ
と
で
あ
り
、
貨

幣
経
済
社
会
に
と
っ
て
必
須
の
行
為
で
あ
る
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
従
来
、
銀

行
に
対
す
る
要
求
払
預
金
債
権
を
、
手
形
・
小
切
手
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
、

振
込
・
振
替
に
よ
っ
て
付
け
替
え
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
が
、
近
時
手
形
・

小
切
手
の
利
用
が
減
少
し
、
そ
の
中
心
は
、
電
子
的
方
法
に
よ
る
振
込
・
振
替

に
移
っ
て
き
た
。
さ
ら
に
、
最
近
普
及
し
始
め
た
も
の
に
、
電
子
マ
ネ
ー
と
い

っ
た
新
た
な
電
子
決
済
方
法
が
あ
る
。
本
書
（
有
斐
閣
、
平
成
一
五
年
一
〇
月
）

は
、
電
子
資
金
移
動
と
電
子
マ
ネ
ー
を
含
む
電
子
決
済
に
関
す
る
法
的
諸
問
題

の
総
合
的
研
究
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
、
第
一
編
電
子
資
金
移
動
の
私
法
的
諸
問
題
、
第
二
編
電
子
マ
ネ

ー
の
私
法
上
の
諸
問
題
お
よ
び
第
三
編
金
融
監
督
法
上
の
諸
問
題
か
ら
な
る
。

「
第
一
編
第
一
章
電
子
資
金
移
動
取
引
総
説
」
で
は
、
著
者
は
、
わ
が
国
に

お
け
る
給
与
の
自
動
振
込
や
Ｃ
Ｄ(

現
金
自
動
支
払
機
）
か
ら
Ａ
Ｔ
Ｍ(

自
動
預

払
機
）
に
至
る
過
程
と
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
分
析
を
、
資
金
移
動
取
引
の
基
本
類

型
で
あ
る
小
切
手
と
振
込
と
を
比
較
し
な
が
ら
行
っ
て
い
る
。

「
第
二
章
電
子
資
金
移
動
取
引
に
お
け
る
送
信
人
の
債
務
の
発
生
」
に
お
い

て
は
、
無
権
限
者
が
資
金
移
動
指
図
を
送
信
し
た
と
き
に
、
勝
手
に
指
図
人
と

さ
れ
た
銀
行
顧
客
が
、
無
権
限
取
引
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
資
金
移
動
銀
行
に

対
し
預
金
の
引
落
し
を
拒
否
で
き
る
か
と
い
う
問
題
を
、
小
切
手
支
払
と
対
比

し
つ
つ
、
電
子
的
振
込
お
よ
び
預
金
引
出
に
関
し
、
ア
メ
リ
カ
法
、
ド
イ
ツ
法

の
詳
細
な
研
究
の
後
、
著
者
は
、
わ
が
国
に
関
す
る
検
討
を
行
う
。

「
第
三
章
受
取
人
の
権
利
」
に
お
い
て
、
著
者
は
、
振
込
委
託
に
錯
誤
、
詐

欺
、
強
迫
、
偽
造
ま
た
は
原
因
関
係
や
資
金
関
係
の
不
存
在
が
あ
っ
た
場
合
の

問
題
に
つ
い
て
、
最
高
裁
平
成
八
年
四
月
二
六
日
判
決
（
民
集
五
〇
巻
五
号
一

二
六
七
頁
）
を
中
心
に
し
て
、
詳
細
な
検
討
を
行
い
、
手
形
法
四
〇
条
三
項
の

類
推
適
用
に
よ
っ
て
、
顧
客
の
静
的
安
全
の
保
護
と
振
込
サ
ー
ビ
ス
の
迅
速
な

運
用
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
。

「
第
二
編
電
子
マ
ネ
ー
の
私
法
上
の
諸
問
題
」
で
は
、
第
一
章
に
お
い
て
、

電
子
マ
ネ
ー
を
そ
の
技
術
的
・
シ
ス
テ
ム
的
面
か
ら
分
析
す
る
。
す
な
わ
ち
、

第
一
節
に
お
い
て
、
電
子
マ
ネ
ー
の
種
々
な
類
型
に
つ
い
て
概
観
し
、
第
二
節

で
は
、
特
定
の
電
子
マ
ネ
ー
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
仕
組
み
を
概
観
す
る
。

第
二
章
第
一
節
に
お
い
て
、
電
子
マ
ネ
ー
の
法
的
性
質
に
つ
い
て
、
第
二
節
に

お
い
て
、
電
子
マ
ネ
ー
の
法
制
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。
第
三
章
に
お
い
て
は
、

具
体
的
・
個
別
的
な
法
的
問
題
の
検
討
を
行
い
、
結
び
に
お
い
て
、
電
子
マ
ネ

ー
の
法
的
性
格
・
法
律
構
成
を
総
括
し
、
解
釈
論
・
立
法
論
の
あ
る
べ
き
方
向

一
八



を
示
し
て
い
る
。

「
第
三
編
金
融
監
督
法
上
の
諸
問
題
」
に
お
い
て
は
、
電
子
決
済
に
係
わ
る

金
融
監
督
規
制
の
あ
り
方
を
検
討
し
、
一
般
的
に
、
決
済
シ
ス
テ
ム
の
安
全
性

確
保
の
た
め
に
、
準
備
預
金
等
の
間
接
的
規
制
の
ほ
か
、
直
接
的
な
監
督
的
規

制
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

特
に
、
電
子
マ
ネ
ー
の
監
督
法
的
規
制
に
関
し
て
は
、
米
国
、
ド
イ
ツ
、
イ

ギ
リ
ス
、
Ｅ
Ｕ
の
事
情
の
紹
介
を
経
て
、
わ
が
国
に
つ
い
て
は
、
金
融
制
度
調

査
会
・
外
国
為
替
等
審
議
会
の
下
の
通
称
マ
ネ
ー
懇
（
平
成
九
年
、
一
〇
年
）

の
報
告
書
内
容
を
明
ら
か
に
し
、
現
行
法
の
下
で
Ｉ
Ｃ
カ
ー
ド
型
電
子
マ
ネ
ー

に
は
前
払
式
証
票
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
適
用
が
あ
る
こ
と
、
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
型
電
子
マ
ネ
ー
に
は
そ
の
適
用
が
な
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
電
子
マ
ネ
ー
に

汎
用
性
・
一
般
的
換
金
性
を
与
え
る
と
出
資
法
上
の
預
り
金
に
な
り
、
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
型
電
子
マ
ネ
ー
に
よ
る
資
金
の
隔
地
者
間
移
動
は
、
銀
行
法
上
銀
行
の

排
他
的
業
務
と
さ
れ
て
い
る
為
替
取
引
に
当
た
る
と
す
る
。

さ
ら
に
、
電
子
マ
ネ
ー
に
対
す
る
監
督
法
規
の
立
法
論
と
し
て
、
著
者
は
、

Ｅ
Ｕ
型
の
規
制
が
望
ま
し
い
と
し
て
、
電
子
マ
ネ
ー
の
発
行
機
関
を
、
金
融
機

関
か
、
免
許
を
受
け
た
電
子
マ
ネ
ー
発
行
専
業
会
社
に
限
り
、
専
業
会
社
に
は
、

一
定
の
自
己
資
本
を
要
求
し
、
監
督
官
庁
の
監
督
・
検
査
に
服
さ
せ
る
べ
き
で

あ
る
、
と
主
張
す
る
。

本
書
は
、
電
子
決
済
と
法
と
い
う
、
国
民
の
多
く
が
か
か
わ
ら
ざ
る
を
え
な

い
最
先
端
の
課
題
に
つ
き
、
我
が
国
で
は
じ
め
て
、
本
格
的
解
釈
論
を
展
開
す

る
と
と
も
に
、
今
後
の
立
法
論
に
も
極
め
て
有
益
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
、

理
論
・
実
務
に
わ
た
り
新
た
な
知
見
を
提
供
し
た
画
期
的
な
著
作
で
あ
る
。
こ

れ
を
敷
衍
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
一
に
、
我
が
国
で
も
電
子
決
済
を
め
ぐ
る
法
律
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で

に
数
多
く
著
書
論
文
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
は
、
論
点
が
限
ら
れ
て
い
る

も
の
が
多
く
、
実
務
的
な
考
察
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
対
象
を
包
括

的
・
網
羅
的
に
と
ら
え
、
し
か
も
、
理
論
と
実
務
の
双
方
に
わ
た
り
考
察
を
加

え
た
も
の
は
我
が
国
で
は
本
書
を
も
っ
て
、
嚆
矢
と
す
る
。

第
二
に
、
本
書
の
解
釈
論
に
あ
た
る
部
分
に
お
い
て
、
単
に
自
己
の
見
解
を

披
瀝
す
る
の
で
は
な
く
、
判
例
・
学
説
を
総
合
的
に
取
り
上
げ
、
民
法
・
商
法

の
基
本
原
則
か
ら
出
発
し
て
、
主
題
と
共
通
の
要
素
を
持
っ
た
制
度
、
例
え
ば

小
切
手
と
対
比
し
な
が
ら
、
客
観
的
に
深
く
吟
味
す
る
と
い
う
い
わ
ば
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
で
精
緻
周
到
な
解
釈
論
を
展
開
し
て
い
る
が
、
結
果
的
に
は
、
通

説
・
判
例
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
従
来
の
見
解
が

や
や
も
す
る
と
、
金
融
機
関
の
事
情
を
偏
重
し
て
い
た
の
に
対
し
、
顧
客
側
の

事
情
に
も
配
慮
し
た
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
解
釈
を
し
て
い
る
が
、
説
得
力
に
富

み
、
ま
さ
に
法
解
釈
学
の
真
髄
を
示
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

第
三
に
、
本
書
で
は
、
こ
の
問
題
に
関
す
る
、
ア
メ
リ
カ
法
、
ド
イ
ツ
法
、

Ｅ
Ｕ
法
、
Ｕ
Ｎ
Ｃ
Ｉ
Ｔ
Ｒ
Ａ
Ｌ
国
際
振
込
み
モ
デ
ル
法
（
著
者
は
、
そ
の
作
成

一
九



に
六
年
間
日
本
政
府
代
表
と
し
て
参
与
）
を
丹
念
に
比
較
検
討
し
、
日
本
法
の

解
釈
論
、
立
法
論
の
素
材
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
幅
広
い
か
つ
深
み
の
あ

る
比
較
法
的
研
究
は
、
外
国
文
献
に
も
見
当
た
ら
な
い
も
の
で
あ
り
、
一
般
的

な
意
味
で
比
較
法
研
究
の
模
範
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

経
済
学
博
士
鈴
村
興
太
郎
氏
の
「
厚
生
経
済
学

に
お
け
る
厚
生
主
義
的
帰
結
主
義
の
克
服
」
に

対
す
る
授
賞
審
査
要
旨

鈴
村
興
太
郎
氏
は
、
そ
の
日
本
経
済
学
会
に
お
け
る
会
長
講
演
の
た
め
に
準

備
し
た
英
文
、
和
文
の
二
論
文
を
公
刊
し
た
。
す
な
わ
ち
、“W

e
lfa

re

E
c
o

n
o

m
ic

s
b

e
y
o

n
d

W
e
lfa

rist-c
o

n
se

q
u

e
n

tia
lism

”
(T

he
Japanese

E
conom

ic
R

eview
,

V
o

l.51
,
2000

)

お
よ
び
「
厚
生
経
済
学
の
情
報
的
基
礎：

厚
生
主
義
的
帰
結
主
義
・
機
会
の
内
在
的
価
値
・
手
続
き
的
衡
平
性
」（
岡
田

他
編
、『
現
代
経
済
学
の
潮
流
２
０
０
０
』、
東
洋
経
済
新
報
社
、
二
〇
〇
〇
年

刊
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
に
お
い
て
、
鈴
村
氏
は
そ
の
長
年
に
わ
た
る
厚

生
経
済
学
、
こ
と
に
社
会
的
選
択
理
論
に
関
す
る
広
汎
な
自
ら
の
研
究
成
果
を

整
理
し
て
い
る
。
そ
し
て
社
会
的
選
択
理
論
の
い
っ
そ
う
の
前
進
に
対
し
て
立

ち
は
だ
か
っ
て
き
た
、
Ｋ
・
ア
ロ
ー
の
い
わ
ゆ
る
「
一
般
不
可
能
性
定
理
」

（
民
主
的
な
方
法
に
よ
る
社
会
の
合
理
的
な
選
択
の
不
可
能
性
）
の
問
題
を
克

服
す
る
一
つ
の
解
決
策
を
展
開
し
た
。
す
な
わ
ち
、
鈴
村
氏
は
、
長
年
に
わ
た

っ
て
経
済
シ
ス
テ
ム
の
性
能
や
経
済
政
策
の
成
果
の
評
価
に
関
し
て
、
シ
ス
テ

ム
や
政
策
の
帰
結
の
み
に
情
報
的
基
礎
を
求
め
て
き
た
伝
統
的
理
論
を
補
完
す

二
〇




